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A

議
案
第
４
３
号

鳥
取
県
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
次
の
と
お
り
鳥
取
県
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
67
号
）
第
96
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
本
議

会
の
議
決
を
求
め
る
。

　
　
令
和
７
年
２
月
20
日
提
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鳥
取
県
知
事
　
　
平
　
　
井
　
　
伸
　
　
治

　
　
　
鳥
取
県
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
鳥
取
県
手
数
料
徴
収
条
例
（
平
成
12
年
鳥
取
県
条
例
第
37
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
、
下
線
及
び
太
枠
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
後

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
前
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B

（
手
数
料
の
徴
収
）

第
２
条
　
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
務
に
つ
い
て
は
、
申
請
そ
の
他
の
行
為
に

よ
り
当
該
事
務
を
す
る
こ
と
を
求
め
る
者
か
ら
、
当
該
各
号
の
事
務
に
応

じ
て
別
に
定
め
る
期
限
ま
で
に
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
の
手
数
料
を
徴

収
す
る
。

　（
１
）～
（
30
2）
　
略

　（
30
3）
　
建
築
士
法
第
23
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く
建
築
士
事
務
所
の
登

録
（
同
条
第
３
項
の
規
定
に
基
づ
く
更
新
の
登
録
を
含
む
。
）　
次
に
掲

げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
定
め
る
額

　
　
ア
　
１
級
建
築
士
事
務
所
　
１
件
に
つ
き
17
,0
00
円

　
　
イ
　
２
級
建
築
士
事
務
所
又
は
木
造
建
築
士
事
務
所
　
１
件
に
つ
き

12
,0
00
円

　（
30
4）
～（
31
5の
４
）　
略

　（
31
5の
５
）　
都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
24
年
法
律

第
84
号
。
以
下
「
低
炭
素
化
促
進
法
」
と
い
う
。
）
第
54
条
第
１
項
の

規
定
に
基
づ
く
低
炭
素
建
築
物
新
築
等
計
画
の
認
定
　
次
に
掲
げ
る
区

分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
定
め
る
額
（
同
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
建

築
基
準
法
第
６
条
第
１
項
に
規
定
す
る
建
築
基
準
関
係
規
定
に
適
合
す

（
手
数
料
の
徴
収
）

第
２
条
　
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
務
に
つ
い
て
は
、
申
請
そ
の
他
の
行
為
に

よ
り
当
該
事
務
を
す
る
こ
と
を
求
め
る
者
か
ら
、
当
該
各
号
の
事
務
に
応

じ
て
別
に
定
め
る
期
限
ま
で
に
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
の
手
数
料
を
徴

収
す
る
。

　（
１
）～
（
30
2）
　
略

　（
30
3）
　
建
築
士
法
第
23
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く
建
築
士
事
務
所
の
登

録
（
同
条
第
３
項
の
規
定
に
基
づ
く
更
新
の
登
録
を
含
む
。
）　
１
件
に

つ
き
25
,0
00
円

　（
30
4）
～（
31
5の
４
）　
略

　（
31
5の
５
）　
都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
24
年
法
律

第
84
号
。
以
下
「
低
炭
素
化
促
進
法
」
と
い
う
。
）
第
54
条
第
１
項
の

規
定
に
基
づ
く
低
炭
素
建
築
物
新
築
等
計
画
の
認
定
　
次
に
掲
げ
る
区

分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
定
め
る
額
（
同
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
建

築
基
準
法
第
６
条
第
１
項
に
規
定
す
る
建
築
基
準
関
係
規
定
に
適
合
す
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A

る
か
ど
う
か
の
審
査
を
受
け
る
よ
う
申
出
が
あ
っ
た
場
合
は
、
そ
の
額

に
鳥
取
県
建
築
基
準
法
施
行
条
例
別
表
第
３
の
１
の
項
に
定
め
る
金
額

を
加
算
し
た
額
）

　
　
ア
　
次
の（
ア
）
に
掲
げ
る
部
分
及
び（
ウ
）
に
掲
げ
る
部
分
を
有
す
る
建

築
物
に
係
る
低
炭
素
建
築
物
新
築
等
計
画
　
次
の（
ア
）
か
ら（
ウ
）
ま

で
に
定
め
る
額
を
合
計
し
た
額

　
　
　（
ア
）　
住
宅
の
用
に
供
す
る
部
分
（
共
同
住
宅
の
共
用
部
分
（
住
人

が
共
同
で
使
用
す
る
部
分
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
除
く
。
）　

次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
住
宅
の
戸
数
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ

れ
同
表
の
右
欄
に
定
め
る
額

る
か
ど
う
か
の
審
査
を
受
け
る
よ
う
申
出
が
あ
っ
た
場
合
は
、
そ
の
額

に
鳥
取
県
建
築
基
準
法
施
行
条
例
別
表
第
３
の
１
の
項
に
定
め
る
金
額

を
加
算
し
た
額
）

　
　
ア
　
次
の（
ア
）
に
掲
げ
る
部
分
及
び（
ウ
）
に
掲
げ
る
部
分
を
有
す
る
建

築
物
に
係
る
低
炭
素
建
築
物
新
築
等
計
画
　
次
の（
ア
）
か
ら（
ウ
）
ま

で
に
定
め
る
額
を
合
計
し
た
額

　
　
　（
ア
）　
住
宅
の
用
に
供
す
る
部
分
（
共
同
住
宅
の
共
用
部
分
（
住
人

が
共
同
で
使
用
す
る
部
分
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
除
く
。
）　

次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
住
宅
の
戸
数
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ

れ
同
表
の
右
欄
に
定
め
る
額

区
分

金
額

簡
易
評
価
法

に
よ
っ
て
認

定
す
る
場
合

　
略

区
分

金
額

簡
易
評
価
法

の
場
合

　
略

低
炭
素
化
促
進
法
第
54
条
第
１
項

各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る

こ
と
を
証
す
る
書
類
と
し
て
知
事

が
定
め
る
も
の
（
以
下
こ
の
号
に

お
い
て
「
適
合
証
」
と
い
う
。
）

の
添
付
が
な
い
場
合
（
簡
易
な
評

価
方
法
と
し
て
知
事
が
定
め
る
も

の
（
以
下
こ
の
号
、
第
31
5号
の
７

及
び
第
31
5号
の
９
に
お
い
て
「
簡

易
評
価
法
」
と
い
う
。
）
に
よ
っ

て
認
定
す
る
場
合
を
除
く
。
）

低
炭
素
化
促
進
法
第
54
条
第
１
項

各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る

こ
と
を
証
す
る
書
類
と
し
て
知
事

が
定
め
る
も
の
（
以
下
こ
の
号
に

お
い
て
「
適
合
証
」
と
い
う
。
）

の
添
付
が
な
い
場
合
（
簡
易
な
評

価
方
法
と
し
て
知
事
が
定
め
る
も

の
に
よ
っ
て
認
定
す
る
場
合
（
以

下
こ
の
号
、
第
31
5号
の
７
か
ら
第

31
5号
の
９
ま
で
及
び
第
31
5号
の

11
に
お
い
て
「
簡
易
評
価
法
の
場
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B

　
　（
イ
）　
共
同
住
宅
の
共
用
部
分
　
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
共
用
部
分

の
床
面
積
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
定
め
る
額

　
　（
ウ
）　
住
宅
の
用
に
供
す
る
部
分
以
外
の
部
分
（
以
下
「
非
住
宅
部

分
」
と
い
う
。
）　
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
非
住
宅
部
分
の
床
面
積

の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
定
め
る
額

　
　（
イ
）　
共
同
住
宅
の
共
用
部
分
　
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
共
用
部
分

の
床
面
積
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
定
め
る
額

　
　（
ウ
）　
住
宅
の
用
に
供
す
る
部
分
以
外
の
部
分
（
以
下
「
非
住
宅
部

分
」
と
い
う
。
）　
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
非
住
宅
部
分
の
床
面
積

の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
定
め
る
額

　
略

　
略

合
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）

区
分

金
額

簡
易
評
価
法

に
よ
っ
て
認

定
す
る
場
合

　
略

　
略

適
合
証
の
添
付
が
な
い
場
合
（
簡

易
評
価
法
に
よ
っ
て
認
定
す
る
場

合
を
除
く
。
）

区
分

金
額

簡
易
評
価
法

の
場
合

　
略

　
略

適
合
証
の
添
付
が
な
い
場
合
（
簡

易
評
価
法
の
場
合
を
除
く
。
）

区
分

金
額

簡
易
評
価
法

に
よ
っ
て
認

定
す
る
場
合

　
略

　
略

適
合
証
の
添
付
が
な
い
場
合
（
簡

易
評
価
法
に
よ
っ
て
認
定
す
る
場

合
を
除
く
。
）

区
分

金
額

簡
易
評
価
法

の
場
合

　
略

　
略

適
合
証
の
添
付
が
な
い
場
合
（
簡

易
評
価
法
の
場
合
を
除
く
。
）
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A

　
　
イ
～
エ
　
略

　（
31
5の
６
）　
略

　（
31
5の
７
）　
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律

（
平
成
27
年
法
律
第
53
号
。
以
下
「
建
築
物
省
エ
ネ
法
」
と
い
う
。
）

第
12
条
第
１
項
又
は
第
13
条
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
く
建
築
物
エ
ネ
ル

ギ
ー
消
費
性
能
確
保
計
画
に
係
る
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
適
合

性
判
定
　
次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
定
め
る
額

　
　
ア
　
工
場
等
（
工
場
そ
の
他
知
事
が
定
め
る
建
築
物
を
い
う
。
以
下
こ

の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
な
い
非
住
宅
部
分
及
び
工
場

等
で
あ
る
非
住
宅
部
分
を
有
す
る
建
築
物
の
新
築
に
係
る
も
の
　
次

の（
ア
）及
び（
イ
）に
定
め
る
額
を
合
計
し
た
額

　
　
イ
～
エ
　
略

　（
31
5の
６
）　
略

　（
31
5の
７
）　
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律

（
平
成
27
年
法
律
第
53
号
。
以
下
「
建
築
物
省
エ
ネ
法
」
と
い
う
。
）

第
11
条
第
１
項
又
は
第
12
条
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
く
建
築
物
エ
ネ
ル

ギ
ー
消
費
性
能
確
保
計
画
に
係
る
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
適
合

性
判
定
　
次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
定
め
る
額

　
　
ア
　
住
宅
の
用
に
供
す
る
部
分
及
び
非
住
宅
部
分
を
有
す
る
建
築
物
に

係
る
も
の
　
次
の（
ア
）か
ら（
ウ
）ま
で
に
定
め
る
額
を
合
計
し
た
額

　
　
　（
ア
）　
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
住
宅
の
用
に
供
す
る
部
分
の
床

面
積
の
区
分
（
増
築
又
は
改
築
を
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該

増
築
又
は
改
築
を
す
る
建
築
物
の
部
分
の
延
べ
面
積
の
合
計
に
よ

り
算
定
し
た
区
分
と
す
る
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
定
め
る
額

区
分

金
額

標
準
的
な
評
価

方
法
と
し
て

知
事
が
定
め

簡
易
評
価
法
と

同
様
の
評
価
方

法
を
一
部
の
基

簡
易
評
価
法
に

よ
っ
て
判
定
す

る
場
合
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B

る
も
の
（
第

31
5号
の
９
に

お
い
て
「
標
準

評
価
法
」
と
い

う
。
）
に
よ
っ

て
判
定
す
る
場

合 １
件
に
つ
き

36
,0
00
円

１
件
に
つ
き

40
,0
00
円

１
　
一
戸
建

て
の
住
宅

　（
１
）
床
面

積
の
合
計

が
20
0平
方

メ
ー
ト
ル

未
満

　（
２
）
床
面

積
の
合
計

が
20
0平
方

メ
ー
ト
ル

以
上

２
　
一
戸
建

て
の
住
宅

以
外
の
住

宅
（
共
用

部
分
の
性

能
を
判

準
に
つ
い
て
用

い
る
方
法
（
第

31
5号
の
９
に

お
い
て
「
併
用

評
価
法
」
と
い

う
。
）
に
よ
っ

て
判
定
す
る
場

合 １
件
に
つ
き

27
,0
00
円

１
件
に
つ
き

29
,0
00
円

１
件
に
つ
き

18
,0
00
円

１
件
に
つ
き

20
,0
00
円
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A

１
件
に
つ
き

72
,0
00
円

１
件
に
つ
き

12
1,
00
0円

１
件
に
つ
き

20
5,
00
0円

１
件
に
つ
き

29
4,
00
0円

定
に
用
い

な
い
場
合

に
あ
っ
て

は
、
共
用
部
 

分
を
除
く
。
）

　（
１
）　
床
面

積
の
合
計

が
3
0
0
平
方

メ
ー
ト
ル
未

満

　（
２
）　
床
面

積
の
合
計

が
3
0
0
平
方

メ
ー
ト
ル
以

上
、2
,0
00
平

方
メ
ー
ト
ル

未
満

　（
３
）　
床
面

積
の
合
計
が

2,
00
0平
方

メ
ー
ト
ル
以

上
、5
,0
00
平

方
メ
ー
ト
ル

未
満

　（
４
）　
床
面

積
の
合
計
が

１
件
に
つ
き

53
,0
00
円

１
件
に
つ
き

90
,0
00
円

１
件
に
つ
き

15
6,
00
0円

１
件
に
つ
き

22
8,
00
0円

１
件
に
つ
き

34
,0
00
円

１
件
に
つ
き

60
,0
00
円

１
件
に
つ
き

10
8,
00
0円

１
件
に
つ
き

16
3,
00
0円
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B

　
　
　（
ア
）　
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
工
場
等
で
な
い
非
住
宅
部
分
の
床

面
積
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
定
め
る
額

　
　
　（
イ
）　
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
工
場
等
（
工
場
そ
の
他
知
事
が

定
め
る
建
築
物
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
同

じ
。
）
で
な
い
非
住
宅
部
分
の
床
面
積
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ

れ
同
表
の
右
欄
に
定
め
る
額

5,
00
0平
方

メ
ー
ト
ル
以

上

区
分

金
額

１
　
30
0平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

２
　
30
0平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
、

1,
00
0平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

３
　
1,
00
0平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
、

2,
00
0平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

４
　
2,
00
0平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
、

5,
00
0平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

５
　
5,
00
0平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
、

10
,0
00
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

１
件
に
つ
き
23
8,
00
0円
（
簡
易
評

価
法
に
よ
っ
て
判
定
す
る
場
合
は
、

91
,0
00
円
）

１
件
に
つ
き
29
8,
00
0円
（
簡
易
評

価
法
に
よ
っ
て
判
定
す
る
場
合
は
、

11
6,
00
0円
）

１
件
に
つ
き
38
5,
00
0円
（
簡
易
評

価
法
に
よ
っ
て
判
定
す
る
場
合
は
、

15
3,
00
0円
）

１
件
に
つ
き
55
0,
00
0円
（
簡
易
評

価
法
に
よ
っ
て
判
定
す
る
場
合
は
、

24
7,
00
0円
）

１
件
に
つ
き
67
8,
00
0円
（
簡
易
評

価
法
に
よ
っ
て
判
定
す
る
場
合
は
、

32
3,
00
0円
）

区
分

金
額

１
　
30
0平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

２
　
30
0平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
、

1,
00
0平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

３
　
1,
00
0平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
、

2,
00
0平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

４
　
2,
00
0平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
、

5,
00
0平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

５
　
5,
00
0平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
、

10
,0
00
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

１
件
に
つ
き
21
4,
00
0円
（
簡
易
評

価
法
の
場
合
は
、
82
,0
00
円
）

１
件
に
つ
き
26
8,
00
0円
（
簡
易
評

価
法
の
場
合
は
、
10
4,
00
0円
）

１
件
に
つ
き
34
6,
00
0円
（
簡
易
評

価
法
の
場
合
は
、
13
7,
00
0円
）

１
件
に
つ
き
49
3,
00
0円
（
簡
易
評

価
法
の
場
合
は
、
22
2,
00
0円
）

１
件
に
つ
き
60
8,
00
0円
（
簡
易
評

価
法
の
場
合
は
、
29
0,
00
0円
）
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A

　
　
　（
イ
）　
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
工
場
等
で
あ
る
非
住
宅
部
分
の
床

面
積
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
定
め
る
額

　
　
　（
ウ
）　
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
工
場
等
で
あ
る
非
住
宅
部
分
の
床

面
積
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
定
め
る
額

区
分

金
額

１
　
30
0平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

２
　
30
0平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
、

1,
00
0平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

３
　
1,
00
0平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
、

2,
00
0平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

４
　
2,
00
0平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
、

5,
00
0平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

５
　
5,
00
0平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
、

10
,0
00
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

１
件
に
つ
き
24
,0
00
円
（
簡
易
評

価
法
に
よ
っ
て
判
定
す
る
場
合
は
、

20
,0
00
円
）

１
件
に
つ
き
32
,0
00
円
（
簡
易
評

価
法
に
よ
っ
て
判
定
す
る
場
合
は
、

28
,0
00
円
）

１
件
に
つ
き
45
,0
00
円
（
簡
易
評

価
法
に
よ
っ
て
判
定
す
る
場
合
は
、

39
,0
00
円
）

１
件
に
つ
き
10
7,
00
0円
（
簡
易
評

価
法
に
よ
っ
て
判
定
す
る
場
合
は
、

99
,0
00
円
）

１
件
に
つ
き
15
8,
00
0円
（
簡
易
評

価
法
に
よ
っ
て
判
定
す
る
場
合
は
、

15
0,
00
0円
）

区
分

金
額

１
　
30
0平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

２
　
30
0平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
、

1,
00
0平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

３
　
1,
00
0平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
、

2,
00
0平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

４
　
2,
00
0平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
、

5,
00
0平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

５
　
5,
00
0平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
、

10
,0
00
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

１
件
に
つ
き
21
,0
00
円
（
簡
易
評

価
法
の
場
合
は
、
18
,0
00
円
）

１
件
に
つ
き
29
,0
00
円
（
簡
易
評

価
法
の
場
合
は
、
25
,0
00
円
）

１
件
に
つ
き
40
,0
00
円
（
簡
易
評

価
法
の
場
合
は
、
35
,0
00
円
）

１
件
に
つ
き
96
,0
00
円
（
簡
易
評

価
法
の
場
合
は
、
89
,0
00
円
）

１
件
に
つ
き
14
1,
00
0円
（
簡
易
評

価
法
の
場
合
は
、
13
4,
00
0円
）

６
　
10
,0
00
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
、

25
,0
00
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

７
　
25
,0
00
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上

１
件
に
つ
き
80
1,
00
0円
（
簡
易
評

価
法
に
よ
っ
て
判
定
す
る
場
合
は
、

38
8,
00
0円
）

１
件
に
つ
き
91
4,
00
0円
（
簡
易
評

価
法
に
よ
っ
て
判
定
す
る
場
合
は
、

45
5,
00
0円
）

６
　
10
,0
00
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
、

25
,0
00
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

７
　
25
,0
00
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上

１
件
に
つ
き
71
8,
00
0円
（
簡
易
評

価
法
の
場
合
は
、
34
8,
00
0円
）

１
件
に
つ
き
82
0,
00
0円
（
簡
易
評

価
法
の
場
合
は
、
40
9,
00
0円
）
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B

　
　
イ
　
工
場
等
で
な
い
非
住
宅
部
分
を
有
す
る
建
築
物
の
新
築
に
係
る
も

の
（
ア
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）　
ア
の（
ア
）に
定
め
る
額

　
　
ウ
　
工
場
等
で
あ
る
非
住
宅
部
分
を
有
す
る
建
築
物
の
新
築
に
係
る
も

の
（
ア
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）　
ア
の（
イ
）に
定
め
る
額

　
　
エ
　
建
築
物
の
非
住
宅
部
分
の
増
築
又
は
改
築
に
係
る
も
の
　
次
に
掲

げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
定
め
る
額

　
　
　（
ア
）　
工
場
等
で
な
い
非
住
宅
部
分
及
び
工
場
等
で
あ
る
非
住
宅
部

分
の
増
築
又
は
改
築
に
係
る
も
の
　
次
の
ａ
及
び
ｂ
に
定
め
る
額

を
合
計
し
た
額

　
　
イ
　
住
宅
の
用
に
供
す
る
部
分
を
有
す
る
建
築
物
に
係
る
も
の
（
ア
に

掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）　
ア
の（
ア
）に
定
め
る
額

　
　
ウ
　
工
場
等
で
な
い
非
住
宅
部
分
を
有
す
る
建
築
物
に
係
る
も
の（
ア
に

掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）　
ア
の（
イ
）に
定
め
る
額

　
　
エ
　
工
場
等
で
あ
る
非
住
宅
部
分
を
有
す
る
建
築
物
に
係
る
も
の（
ア
に

掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）　
ア
の（
ウ
）に
定
め
る
額

６
　
10
,0
00
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
、

25
,0
00
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

７
　
25
,0
00
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上

１
件
に
つ
き
19
5,
00
0円
（
簡
易
評

価
法
に
よ
っ
て
判
定
す
る
場
合
は
、

18
6,
00
0円
）

１
件
に
つ
き
24
1,
00
0円
（
簡
易
評

価
法
に
よ
っ
て
判
定
す
る
場
合
は
、

23
1,
00
0円
）

６
　
10
,0
00
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
、

25
,0
00
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

７
　
25
,0
00
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上

１
件
に
つ
き
17
5,
00
0円
（
簡
易
評

価
法
の
場
合
は
、
16
7,
00
0円
）

１
件
に
つ
き
21
6,
00
0円
（
簡
易
評

価
法
の
場
合
は
、
20
7,
00
0円
）
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A

　
　
　
　
ａ
　
ア
の（
ア
）
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
知
事
が
定
め
る
方
法
に

よ
っ
て
算
定
し
た
工
場
等
で
な
い
非
住
宅
部
分
の
判
定
す
べ
き

面
積
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
定
め
る
額

　
　
　
　
ｂ
　
ア
の（
イ
）
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
知
事
が
定
め
る
方
法
に

よ
っ
て
算
定
し
た
工
場
等
で
あ
る
非
住
宅
部
分
の
判
定
す
べ
き

面
積
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
定
め
る
額

　
　
　（
イ
）　
工
場
等
で
な
い
非
住
宅
部
分
の
増
築
又
は
改
築
に
係
る
も
の

（（
ア
）に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）　
（
ア
）の
ａ
に
定
め
る
額

　
　
　（
ウ
）　
工
場
等
で
あ
る
非
住
宅
部
分
の
増
築
又
は
改
築
に
係
る
も
の

（（
ア
）
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）　
（
ア
）の
ｂ
に
定
め
る
額

　（
31
5の
８
）　
建
築
物
省
エ
ネ
法
第
12
条
第
２
項
又
は
第
13
条
第
３
項
の
規

定
に
基
づ
く
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
確
保
計
画
の
変
更
に
係
る

建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
適
合
性
判
定
及
び
建
築
物
省
エ
ネ
法
第

12
条
第
２
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
に
該
当
し
て
い

る
こ
と
を
証
す
る
書
面
の
交
付
　
次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ

れ
に
定
め
る
額

　（
31
5の
８
）　
建
築
物
省
エ
ネ
法
第
11
条
第
２
項
又
は
第
12
条
第
３
項
の
規

定
に
基
づ
く
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
確
保
計
画
の
変
更
に
係
る

建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
適
合
性
判
定
及
び
建
築
物
省
エ
ネ
法
第

11
条
第
２
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
に
該
当
し
て
い

る
こ
と
を
証
す
る
書
面
の
交
付
　
次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ

れ
に
定
め
る
額
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B

　
　
ア
　
工
場
等
で
な
い
非
住
宅
部
分
及
び
工
場
等
で
あ
る
非
住
宅
部
分
を

有
す
る
建
築
物
に
係
る
も
の
　
次
の（
ア
）
及
び（
イ
）
に
定
め
る
額
を

合
計
し
た
額

　
　
　（
ア
）　
前
号
ア
の（
ア
）
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
変
更
後
の
工
場
等
で

な
い
非
住
宅
部
分
（
増
加
す
る
部
分
を
除
く
。
）
の
床
面
積
に
２

分
の
１
を
乗
じ
て
得
た
面
積
に
、
増
加
し
、
又
は
減
少
す
る
工
場

等
で
な
い
非
住
宅
部
分
の
床
面
積
を
加
え
た
面
積
の
区
分
に
応
じ
、

そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
定
め
る
額

　
　
　（
イ
）　
前
号
ア
の（
イ
）
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
変
更
後
の
工
場
等
で

あ
る
非
住
宅
部
分
（
増
加
す
る
部
分
を
除
く
。
）
の
床
面
積
に
２

分
の
１
を
乗
じ
て
得
た
面
積
に
、
増
加
し
、
又
は
減
少
す
る
工
場

等
で
あ
る
非
住
宅
部
分
の
床
面
積
を
加
え
た
面
積
の
区
分
に
応
じ
、

そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
定
め
る
額

　
　
ア
　
住
宅
の
用
に
供
す
る
部
分
及
び
非
住
宅
部
分
を
有
す
る
建
築
物
に

係
る
も
の
　
次
の
（
ア
）か
ら（
ウ
）ま
で
に
定
め
る
額
を
合
計
し
た
額

　
　
　（
ア
）　
前
号
ア
の（
ア
）
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
変
更
後
の
住
宅
の
用

に
供
す
る
部
分
（
増
加
す
る
部
分
を
除
く
。
）
の
床
面
積
に
２
分

の
１
を
乗
じ
て
得
た
面
積
に
、
増
加
し
、
又
は
減
少
す
る
住
宅
の

用
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積
を
加
え
た
面
積
の
区
分
に
応
じ
、
そ

れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
定
め
る
額

　
　
　（
イ
）　
前
号
ア
の（
イ
）
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
変
更
後
の
工
場
等
で

な
い
非
住
宅
部
分
（
増
加
す
る
部
分
を
除
く
。
）
の
床
面
積
に
２

分
の
１
を
乗
じ
て
得
た
面
積
に
、
増
加
し
、
又
は
減
少
す
る
工
場

等
で
な
い
非
住
宅
部
分
の
床
面
積
を
加
え
た
面
積
の
区
分
に
応
じ
、

そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
定
め
る
額

　
　
　（
ウ
）　
前
号
ア
の（
ウ
）
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
変
更
後
の
工
場
等
で

あ
る
非
住
宅
部
分
（
増
加
す
る
部
分
を
除
く
。
）
の
床
面
積
に
２

分
の
１
を
乗
じ
て
得
た
面
積
に
、
増
加
し
、
又
は
減
少
す
る
工
場

等
で
あ
る
非
住
宅
部
分
の
床
面
積
を
加
え
た
面
積
の
区
分
に
応
じ
、

そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
定
め
る
額

　
　
イ
　
住
宅
の
用
に
供
す
る
部
分
を
有
す
る
建
築
物
に
係
る
も
の（
ア
に
掲

げ
る
も
の
を
除
く
。
）　
ア
の（
ア
）に
定
め
る
額
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A

　
　
イ
　
工
場
等
で
な
い
非
住
宅
部
分
を
有
す
る
建
築
物
に
係
る
も
の（
ア
に

掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）　
ア
の（
ア
）に
定
め
る
額

　
　
ウ
　
工
場
等
で
あ
る
非
住
宅
部
分
を
有
す
る
建
築
物
に
係
る
も
の（
ア
に

掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）　
ア
の（
イ
）に
定
め
る
額

　（
31
5の
９
）　
建
築
物
省
エ
ネ
法
第
35
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く
建
築
物

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
向
上
計
画
の
認
定
　
次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、

そ
れ
ぞ
れ
に
定
め
る
額
（
同
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
建
築
基
準
法
第

６
条
第
１
項
に
規
定
す
る
建
築
基
準
関
係
規
定
に
適
合
す
る
か
ど
う
か

の
審
査
を
受
け
る
よ
う
申
出
が
あ
っ
た
場
合
は
、
そ
の
額
に
鳥
取
県
建

築
基
準
法
施
行
条
例
別
表
第
３
の
１
の
項
に
定
め
る
金
額
を
加
算
し
た

額
）

　
　
ア
　
住
宅
の
用
に
供
す
る
部
分
及
び
非
住
宅
部
分
を
有
す
る
建
築
物

に
係
る
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
向
上
計
画
　
次
の（
ア
）
及
び

（
イ
）に
定
め
る
額
を
合
計
し
た
額

　
　
　（
ア
）　
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
住
宅
の
用
に
供
す
る
部
分
の
区
分

に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
定
め
る
額

　
　
ウ
　
工
場
等
で
な
い
非
住
宅
部
分
を
有
す
る
建
築
物
に
係
る
も
の（
ア
に

掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）　
ア
の（
イ
）に
定
め
る
額

　
　
エ
　
工
場
等
で
あ
る
非
住
宅
部
分
を
有
す
る
建
築
物
に
係
る
も
の（
ア
に

掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）　
ア
の（
ウ
）に
定
め
る
額

　（
31
5の
９
）　
建
築
物
省
エ
ネ
法
第
30
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く
建
築
物

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
向
上
計
画
の
認
定
　
次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、

そ
れ
ぞ
れ
に
定
め
る
額
（
同
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
建
築
基
準
法
第

６
条
第
１
項
に
規
定
す
る
建
築
基
準
関
係
規
定
に
適
合
す
る
か
ど
う
か

の
審
査
を
受
け
る
よ
う
申
出
が
あ
っ
た
場
合
は
、
そ
の
額
に
鳥
取
県
建

築
基
準
法
施
行
条
例
別
表
第
３
の
１
の
項
に
定
め
る
金
額
を
加
算
し
た

額
）

　
　
ア
　
住
宅
の
用
に
供
す
る
部
分
及
び
非
住
宅
部
分
を
有
す
る
建
築
物

に
係
る
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
向
上
計
画
　
次
の（
ア
）
及
び

（
イ
）に
定
め
る
額
を
合
計
し
た
額

　
　
　（
ア
）　
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
住
宅
の
用
に
供
す
る
部
分
の
区
分

に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
定
め
る
額

区
分

金
額

標
準
評
価

法
に
よ
っ

併
用
評
価

法
に
よ
っ

簡
易
評
価

法
に
よ
っ

適
合
証
の

添
付
が
あ

区
分

金
額

建
築
物
省
エ
ネ

法
第
35
条
第
１

簡
易
評
価
法
の

場
合

適
合
証
の
添
付

が
あ
る
場
合
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B

１
件
に
つ

き
36
,0
00

円 １
件
に
つ

き
40
,0
00

円

１
　
一
戸
建
て

の
住
宅

　（
１
）
床
面

積
の
合
計

が
2
0
0
平
方

メ
ー
ト
ル
未

満

　（
２
）
床
面

積
の
合
計

が
2
0
0
平
方

メ
ー
ト
ル
以

上

２
　
一
戸
建
て

の
住
宅
以
外

１
件
に
つ

き
27
,0
00

円 １
件
に
つ

き
29
,0
00

円

１
件
に
つ

き
18
,0
00

円 １
件
に
つ

き
20
,0
00

円

１
件
に
つ

き
5,
00
0円

１
件
に
つ

き
5,
00
0円

１
　
一
戸
建
て

の
住
宅

　（
１
）
床
面

積
の
合
計

が
2
0
0
平
方

メ
ー
ト
ル
未

満

　（
２
）
床
面

積
の
合
計

が
2
0
0
平
方

メ
ー
ト
ル
以

上

２
　
一
戸
建
て

の
住
宅
以
外

１
件
に
つ
き

31
,0
00
円

１
件
に
つ
き

35
,0
00
円

１
件
に
つ
き

16
,0
00
円

１
件
に
つ
き

17
,0
00
円

１
件
に
つ
き

4,
00
0円

　 １
件
に
つ
き

4,
00
0円

て
認
定
す

る
場
合

て
認
定
す

る
場
合

て
認
定
す

る
場
合

る
場
合

項
各
号
に
掲
げ

る
基
準
に
適
合

す
る
こ
と
を
証

す
る
書
類
と
し

て
知
事
が
定
め

る
も
の
（
以
下

こ
の
号
に
お
い

て
「
適
合
証
」

と
い
う
。
）
の

添
付
が
な
い
場

合
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A

１
件
に
つ

き
72
,0
00

円 １
件
に
つ

き
12
1,
00
0

円 １
件
に
つ

き
20
5,
00
0

の
住
宅
（
共

用
部
分
の
性

能
を
建
築
物

省
エ
ネ
法
第

30
条
第
１
項
 

第
１
号
の
基

準
へ
の
適
合

性
の
判
定
に

用
い
な
い
場

合
に
あ
っ
て

は
、
共
用
部
 

分
を
除
く
。
）

　（
１
)　
床
面

積
の
合
計

が
3
0
0
平
方

メ
ー
ト
ル
未

満

　（
２
)　
床
面

積
の
合
計

が
3
0
0
平
方

メ
ー
ト
ル
以

上
、 2
,0
00
平

方
メ
ー
ト
ル

未
満

　（
３
）　
床
面

積
の
合
計
が

１
件
に
つ

き
53
,0
00

円 １
件
に
つ

き
90
,0
00

円 １
件
に
つ

き
15
6,
00
0

１
件
に
つ

き
34
,0
00

円 １
件
に
つ

き
60
,0
00

円 １
件
に
つ

き
10
8,
00
0

１
件
に
つ

き
10
,0
00

円 １
件
に
つ

き
21
,0
00

円 １
件
に
つ

き
47
,0
00

１
件
に
つ
き

63
,0
00
円

１
件
に
つ
き

10
5,
00
0円

１
件
に
つ
き

18
0,
00
0円

の
住
宅
（
共

用
部
分
の
性

能
を
建
築
物

省
エ
ネ
法
第

35
条
第
１
項
 

第
１
号
の
基

準
へ
の
適
合

性
の
判
定
に

用
い
な
い
場

合
に
あ
っ
て

は
、
共
用
部
 

分
を
除
く
。
）

　（
１
）
床
面

積
の
合
計

が
3
0
0
平
方

メ
ー
ト
ル
未

満

　（
２
）
床
面

積
の
合
計

が
3
0
0
平
方

メ
ー
ト
ル
以

上
、 2
,0
00
平

方
メ
ー
ト
ル

未
満

　（
３
）
床
面

積
の
合
計
が

１
件
に
つ
き

30
,0
00
円

１
件
に
つ
き

52
,0
00
円

１
件
に
つ
き

94
,0
00
円

１
件
に
つ
き

9,
00
0円

１
件
に
つ
き

18
,0
00
円

１
件
に
つ
き

41
,0
00
円
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B

　
　（
イ
）　
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
非
住
宅
部
分
の
床
面
積
の
区
分
に
応

じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
定
め
る
額

　
　（
イ
）　
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
非
住
宅
部
分
の
床
面
積
の
区
分
に
応

じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
定
め
る
額

区
分

金
額

区
分

金
額

標
準
評
価
法
に

よ
っ
て
認
定
す

る
場
合

適
合
証
の
添
付

が
な
い
場
合

簡
易
評
価
法
に

よ
っ
て
認
定
す

る
場
合

簡
易
評
価
法
の

場
合

適
合
証
の
添
付

が
あ
る
場
合

適
合
証
の
添
付

が
あ
る
場
合

１
　
30
0平
方

メ
ー
ト
ル
未

満

２
　
30
0平
方

メ
ー
ト
ル
以

上
、2
,0
00
平

方
メ
ー
ト
ル

１
件
に
つ
き

20
8,
00
0円

１
件
に
つ
き

33
7,
00
0円

１
件
に
つ
き

80
,0
00
円

１
件
に
つ
き

13
4,
00
0円

１
　
30
0平
方

メ
ー
ト
ル
未

満

２
　
30
0平
方

メ
ー
ト
ル
以

上
、2
,0
00
平

方
メ
ー
ト
ル

１
件
に
つ
き

23
8,
00
0円

１
件
に
つ
き

38
5,
00
0円

１
件
に
つ
き

91
,0
00
円

１
件
に
つ
き

15
3,
00
0円

１
件
に
つ
き

10
,0
00
円

１
件
に
つ
き

28
,0
00
円

１
件
に
つ
き

9,
00
0円

１
件
に
つ
き

25
,0
00
円

円 １
件
に
つ

き
29
4,
00
0

円

円 １
件
に
つ

き
22
8,
00
0

円

円 １
件
に
つ

き
16
3,
00
0

円

円 １
件
に
つ

き
84
,0
00

円

2,
00
0平
方

メ
ー
ト
ル
以

上
、5
,0
00
平

方
メ
ー
ト
ル

未
満

（
４
）　
床
面

積
の
合
計
が

5,
00
0平
方

メ
ー
ト
ル
以

上

１
件
に
つ
き

25
7,
00
0円

１
件
に
つ
き

14
3,
00
0円

１
件
に
つ
き

74
,0
00
円

2,
00
0平
方

メ
ー
ト
ル
以

上
、5
,0
00
平

方
メ
ー
ト
ル

未
満

（
４
）　
床
面

積
の
合
計
が

5,
00
0平
方

メ
ー
ト
ル
以

上
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A

　
　
イ
・
ウ
　
略

　（
31
5の
10
）　
建
築
物
省
エ
ネ
法
第
36
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く
建
築
物

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
向
上
計
画
の
変
更
の
認
定
　
次
の
ア
か
ら
ウ
ま

で
に
定
め
る
額
を
合
計
し
た
額
（
同
条
第
２
項
に
お
い
て
準
用
す
る
建

　
　
イ
・
ウ
　
略

　（
31
5の
10
）　
建
築
物
省
エ
ネ
法
第
31
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く
建
築
物

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
向
上
計
画
の
変
更
の
認
定
　
次
の
ア
か
ら
ウ
ま

で
に
定
め
る
額
を
合
計
し
た
額
（
同
条
第
２
項
に
お
い
て
準
用
す
る
建

未
満

３
　
2,
00
0平

方
メ
ー
ト
ル

以
上
、
5,
00
0

平
方
メ
ー
ト

ル
未
満

４
　
5,
00
0平
 

方
メ
ー
ト
ル
 

以
上
、
10
,0
0 

0平
方
メ
ー
ト

ル
未
満

５
　
10
,0
00
平
 

方
メ
ー
ト
ル
 

以
上
、
25
,0
0 

0 平
方
メ
ー

ト
ル
未
満

６
　
25
,0
00
平

方
メ
ー
ト
ル

以
上

未
満

３
　
2,
00
0平

方
メ
ー
ト
ル

以
上
、
5,
00
0

平
方
メ
ー
ト

ル
未
満

４
　
5,
00
0平
 

方
メ
ー
ト
ル
 

以
上
、
10
,0
0 

0平
方
メ
ー
ト

ル
未
満

５
　
10
,0
00
平
 

方
メ
ー
ト
ル
 

以
上
、
25
,0
0 

0 平
方
メ
ー

ト
ル
未
満

６
　
25
,0
00
平

方
メ
ー
ト
ル

以
上

１
件
に
つ
き

55
0,
00
0円

１
件
に
つ
き

67
8,
00
0円

１
件
に
つ
き

80
1,
00
0円

１
件
に
つ
き

91
4,
00
0円

１
件
に
つ
き

48
1,
00
0円

１
件
に
つ
き

59
2,
00
0円

１
件
に
つ
き

70
0,
00
0円

１
件
に
つ
き

79
9,
00
0円

１
件
に
つ
き

24
7,
00
0円

１
件
に
つ
き

32
3,
00
0円

１
件
に
つ
き

38
8,
00
0円

１
件
に
つ
き

45
5,
00
0円

１
件
に
つ
き

21
6,
00
0円

１
件
に
つ
き

28
2,
00
0円

１
件
に
つ
き

33
9,
00
0円

１
件
に
つ
き

39
8,
00
0円

１
件
に
つ
き

84
,0
00
円

１
件
に
つ
き

13
3,
00
0円

１
件
に
つ
き

16
8,
00
0円

１
件
に
つ
き

21
0,
00
0円

１
件
に
つ
き

74
,0
00
円

１
件
に
つ
き

11
6,
00
0円

１
件
に
つ
き

14
7,
00
0円

１
件
に
つ
き

18
4,
00
0円
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B

築
物
省
エ
ネ
法
第
35
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
建
築
基
準
法
第
６
条
第

１
項
に
規
定
す
る
建
築
基
準
関
係
規
定
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
の
審
査

を
受
け
る
よ
う
申
出
が
あ
っ
た
場
合
は
、
そ
の
額
に
鳥
取
県
建
築
基
準

法
施
行
条
例
別
表
第
３
の
１
の
項
に
定
め
る
金
額
を
加
算
し
た
額
）

ア
～
ウ
　
略

　（
31
5の
11
）　
建
築
物
省
エ
ネ
法
第
41
条
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
く
建
築
物

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
の
認
定
　
次
に
掲

げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
定
め
る
額

　
　
ア
　
住
宅
の
用
に
供
す
る
部
分
及
び
非
住
宅
部
分
を
有
す
る
建
築
物
に

係
る
も
の
　
次
の
（
ア
）
及
び
（
イ
）
に
定
め
る
額
を
合
計
し
た
額

　
　
　（
ア
）　
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
住
宅
の
用
に
供
す
る
部
分
の
区
分

に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
定
め
る
額

築
物
省
エ
ネ
法
第
30
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
建
築
基
準
法
第
６
条
第

１
項
に
規
定
す
る
建
築
基
準
関
係
規
定
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
の
審
査

を
受
け
る
よ
う
申
出
が
あ
っ
た
場
合
は
、
そ
の
額
に
鳥
取
県
建
築
基
準

法
施
行
条
例
別
表
第
３
の
１
の
項
に
定
め
る
金
額
を
加
算
し
た
額
）

ア
～
ウ
　
略

区
分

金
額

建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費

性
能
基
準
に
適
合
す
る
こ

と
を
証
す
る
書
類
と
し
て

知
事
が
定
め
る
も
の
（
以

下
こ
の
号
に
お
い
て
「
適

合
証
」
と
い
う
。
）
の
添

付
が
な
い
場
合

適
合
証
の
添
付
が
あ
る
場

合

１
　
一
戸
建
て
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A

１
件
に
つ
き
31
,0
00
円

（
簡
易
評
価
法
の
場
合

は
、
16
,0
00
円
）

１
件
に
つ
き
35
,0
00
円

（
簡
易
評
価
法
の
場
合

は
、
17
,0
00
円
）

１
件
に
つ
き
63
,0
00
円

（
簡
易
評
価
法
の
場
合

は
、
30
,0
00
円
）

の
住
宅

　（
１
）　
床
面

積
の
合
計
が
 

2
0
0
平
方
メ
 

ー
ト
ル
未
満

　（
２
）　
床
面

積
の
合
計
が
 

2
0
0
平
方
メ
 

ー
ト
ル
以
上

２
　
一
戸
建
て

の
住
宅
以
外

の
住
宅
（
共

用
部
分
の
性

能
を
建
築
物

エ
ネ
ル
ギ
ー

消
費
性
能
基

準
へ
の
適
合

性
の
判
定
に

用
い
な
い
場

合
に
あ
っ
て

は
、
共
用
部
 

分
を
除
く
。
）

　（
１
）　
床
面

積
の
合
計
が
 

3
0
0
平
方
メ
 

ー
ト
ル
未
満

１
件
に
つ
き
4,
00
0円

１
件
に
つ
き
4,
00
0円

１
件
に
つ
き
9,
00
0円
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B

　
　（
イ
）　
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
非
住
宅
部
分
の
床
面
積
の
区
分
に
応

じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
定
め
る
額

　（
２
）　
床
面

積
の
合
計
が
 

3
0
0
平
方

メ
ー
ト
ル
以

上
、2
,0
00
平

方
メ
ー
ト
ル

未
満

　（
３
）　
床
面

積
の
合
計
が

2,
00
0平
方

メ
ー
ト
ル
以

上
、5
,0
00
平

方
メ
ー
ト
ル

未
満

　（
４
）　
床
面

積
の
合
計
が

5,
00
0平
方

メ
ー
ト
ル
以

上

１
件
に
つ
き
10
5,
00
0円

（
簡
易
評
価
法
の
場
合

は
、
52
,0
00
円
）

１
件
に
つ
き
18
0,
00
0円

（
簡
易
評
価
法
の
場
合

は
、
94
,0
00
円
）

１
件
に
つ
き
25
7,
00
0円

（
簡
易
評
価
法
の
場
合

は
、
14
3,
00
0円
）

１
件
に
つ
き
18
,0
00
円

１
件
に
つ
き
41
,0
00
円

１
件
に
つ
き
74
,0
00
円

区
分

金
額

適
合
証
の
添
付
が
な
い
場

合

適
合
証
の
添
付
が
あ
る
場

合
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A

１
件
に
つ
き
20
8,
00
0円

（
簡
易
評
価
法
の
場
合

は
、
80
,0
00
円
）

１
件
に
つ
き
9,
00
0円

１
　
30
0平
方

メ
ー
ト
ル
未

満

１
件
に
つ
き
33
7,
00
0円

（
簡
易
評
価
法
の
場
合

は
、
13
4,
00
0円
）

１
件
に
つ
き
25
,0
00
円

２
　
30
0平
方

メ
ー
ト
ル
以

上
、
2,
00
0平
 

方
メ
ー
ト
ル

未
満

１
件
に
つ
き
48
1,
00
0円

（
簡
易
評
価
法
の
場
合

は
、
21
6,
00
0円
）

１
件
に
つ
き
74
,0
00
円

３
　
2,
00
0平

方
メ
ー
ト
ル

以
上
、
5,
00
0

平
方
メ
ー
ト

ル
未
満

１
件
に
つ
き
59
2,
00
0
円

（
簡
易
評
価
法
の
場
合
は
、

28
2,
00
0
円
）

１
件
に
つ
き
11
6,
00
0
円

４
　
5,
00
0
平
方

メ
ー
ト
ル
以

上
、
10
,0
00

平
方
メ
ー
ト

ル
未
満

１
件
に
つ
き
70
0,
00
0
円

（
簡
易
評
価
法
の
場
合
は
、

33
9,
00
0
円
）

１
件
に
つ
き
14
7,
00
0
円

５
　
10
,0
00
平
 

方
メ
ー
ト
ル
 

以
上
、
25
,0
0 

0
平
方
メ
ー

ト
ル
未
満
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B

　
　
イ
　
住
宅
の
用
に
供
す
る
建
築
物
（
非
住
宅
部
分
を
有
す
る
も
の
を
除

く
。
）
に
係
る
も
の
　
ア
の（
ア
）に
定
め
る
額

　
　
ウ
　
住
宅
以
外
の
用
に
供
す
る
建
築
物
に
係
る
も
の
　
ア
の（
イ
）
に
定

め
る
額

　（
31
6）
　
教
育
職
員
免
許
法
（
昭
和
24
年
法
律
第
14
7号
）
第
５
条
第
１
項

又
は
第
16
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く
教
育
職
員
の
普
通
免
許
状
の
授

与
　
１
件
に
つ
き
3,
30
0円

　（
31
7）
　
教
育
職
員
免
許
法
第
５
条
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
く
教
育
職
員
の

特
別
免
許
状
の
授
与
　
１
件
に
つ
き
3,
30
0円

　（
31
8）
　
教
育
職
員
免
許
法
第
５
条
第
５
項
の
規
定
に
基
づ
く
教
育
職
員
の

臨
時
免
許
状
の
授
与
　
１
件
に
つ
き
1,
90
0円

（
31
8
の
２
）～
（
32
8）
　
略

２
　
略

　（
31
6）
　
教
育
職
員
免
許
法
（
昭
和
24
年
法
律
第
14
7号
）
第
５
条
第
１
項

又
は
第
16
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く
教
育
職
員
の
普
通
免
許
状
の
授

与
（
同
法
第
16
条
の
２
に
規
定
す
る
再
授
与
を
含
む
。
）　
１
件
に
つ
き

3,
30
0円

　（
31
7）
　
教
育
職
員
免
許
法
第
５
条
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
く
教
育
職
員

の
特
別
免
許
状
の
授
与
（
同
法
第
16
条
の
２
に
規
定
す
る
再
授
与
を
含

む
。
）　
１
件
に
つ
き
3,
30
0円

　（
31
8）
　
教
育
職
員
免
許
法
第
５
条
第
５
項
の
規
定
に
基
づ
く
教
育
職
員

の
臨
時
免
許
状
の
授
与
（
同
法
第
16
条
の
２
に
規
定
す
る
再
授
与
を
含

む
。
）　
１
件
に
つ
き
1,
90
0円

（
31
8
の
２
）～
（
32
8）
　
略

２
　
略

１
件
に
つ
き
79
9,
00
0
円

（
簡
易
評
価
法
の
場
合
は
、

39
8,
00
0
円
）

１
件
に
つ
き
18
4,
00
0
円

６
　
25
,0
00
平

方
メ
ー
ト
ル

以
上
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A

　
　
　
附
　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
条
例
は
、
令
和
７
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
改
正
後
の
鳥
取
県
手
数
料
徴
収
条
例
第
２
条
第
１
項
第
30
3
号
及
び
同
項
第
31
5
号
の
７
か
ら
第
31
5
号
の
９
ま
で
の
規
定
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
以
後

に
行
わ
れ
る
申
請
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
行
わ
れ
た
申
請
に
係
る
手
数
料
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。



─ 160 ─

B

議
案
第
４
４
号

鳥
取
県
警
察
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
次
の
と
お
り
鳥
取
県
警
察
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
67
号
）
第
96
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
本
議

会
の
議
決
を
求
め
る
。

　
　
令
和
７
年
２
月
20
日
提
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鳥
取
県
知
事
　
　
平
　
　
井
　
　
伸
　
　
治

　
　
　
鳥
取
県
警
察
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
鳥
取
県
警
察
手
数
料
条
例
（
平
成
12
年
鳥
取
県
条
例
第
38
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
、
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
後

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
前
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A

（
手
数
料
の
徴
収
）

第
２
条
　
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
務
に
つ
い
て
は
、
申
請
そ
の
他
の
行
為
に

よ
り
当
該
事
務
を
す
る
こ
と
を
求
め
る
者
か
ら
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額

の
手
数
料
を
徴
収
す
る
。

　（
１
）～
（
47
）　
略

　（
48
）　
自
動
車
の
保
管
場
所
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
第
６
条
第
１
項

（
同
法
第
７
条
第
２
項
（
同
法
第
13
条
第
４
項
及
び
附
則
第
８
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）、
第
13
条
第
４
項
及
び
附
則
第
８
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
く
保
管
場
所
標
章

の
交
付
　
１
件
に
つ
き
55
0円

　（
49
）　
自
動
車
の
保
管
場
所
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
第
６
条
第
３
項

（
同
法
第
７
条
第
２
項
（
同
法
第
13
条
第
４
項
及
び
附
則
第
８
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）、
第
13
条
第
４
項
及
び
附
則
第
８
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
く
保
管
場
所
標
章

の
再
交
付
　
１
件
に
つ
き
55
0円

　（
50
）～
（
68
）　
略

２
　
略

（
手
数
料
の
徴
収
）

第
２
条
　
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
務
に
つ
い
て
は
、
申
請
そ
の
他
の
行
為
に

よ
り
当
該
事
務
を
す
る
こ
と
を
求
め
る
者
か
ら
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額

の
手
数
料
を
徴
収
す
る
。

　（
１
）～
（
47
）　
略

　（
48
）
及
び
（
49
）　
削
除

　（
50
）～
（
68
）　
略

２
　
略
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B

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
条
例
は
、
令
和
７
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
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A

議
案
第
４
５
号

鳥
取
県
淀
江
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
計
画
地
地
下
水
等
調
査
会
条
例
を
廃
止
す
る
条
例

　
次
の
と
お
り
鳥
取
県
淀
江
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
計
画
地
地
下
水
等
調
査
会
条
例
を
廃
止
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
67
号
）
第
96

条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
本
議
会
の
議
決
を
求
め
る
。

　
　
令
和
７
年
２
月
20
日
提
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鳥
取
県
知
事
　
　
平
　
　
井
　
　
伸
　
　
治

　
　
　
鳥
取
県
淀
江
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
計
画
地
地
下
水
等
調
査
会
条
例
を
廃
止
す
る
条
例

　
鳥
取
県
淀
江
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
計
画
地
地
下
水
等
調
査
会
条
例
（
令
和
元
年
鳥
取
県
条
例
第
24
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

　
　
　
附
　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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B

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
後

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
前

別
表
第
１
（
第
２
条
関
係
）

名
称

調
査
審
議
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
地
方
港
湾
審
議

会

港
湾
法
（
昭
和
25
年
法
律
第
21
8号
）
第
35
条

の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
事
項

　
略

別
表
第
１
（
第
２
条
関
係
）

名
称

調
査
審
議
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
地
方
港
湾
審
議

会

港
湾
法
（
昭
和
25
年
法
律
第
21
8号
）
第
35
条

の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
事
項

鳥
取
県
淀
江
産
業
廃
棄

物
処
理
施
設
計
画
地
地

下
水
等
調
査
会

鳥
取
県
淀
江
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
計
画
地

地
下
水
等
調
査
会
条
例
（
令
和
元
年
鳥
取
県

条
例
第
24
号
）
第
２
条
に
規
定
す
る
事
項

　
略

（
鳥
取
県
附
属
機
関
条
例
の
一
部
改
正
）

２
　
鳥
取
県
附
属
機
関
条
例
（
平
成
25
年
鳥
取
県
条
例
第
53
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
、
太
枠
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。


